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平成 18 年 6 月 9 日 

各  位 

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 三 甲 野  隆 優 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ７９１８） 

問い合わせ先 役職・氏名 取締役 正部  一行 

電 話 番 号 ０３－５１５５－６８０１ 

 

（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の追加および一部訂正について 
 

 当社は、平成 18 年 5 月 26 日に開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして一

部訂正および追加がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

訂正および追加の内容は次の通りであります。 

訂正および追加の条文のみを抜粋しております。表中の網掛け部分が、訂正個所になります（下線部分

は定款の変更箇所になります。）。 

   （追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

第 7 章 会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 
第 37条 当会社は、会計監査人を置く。 
 

（追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

＜新設＞ 

（会計監査人の選任） 

第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によ

って選任する。 

 

（追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

＜新設＞ 

 

 

（会計監査人の任期） 

第 39 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以

内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時

までとする。 

   ②会計監査人は、前項の定時株主総会に

    おいて別段の決議がされなかったと 

    きは、当該定時株主総会において再任

    されたものとみなす。 
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（追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

＜新設＞ 

 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役会の同意を得て定める。 

 

（追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

＜新設＞ 

 

 

（会計監査人の責任免除） 

第 41 条 当会社は会計監査人との間で、会社

法第423条第1項の賠償責任について

法令に定める要件に該当する場合に

は、賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、法令の定

める額とする。 

 

（追加） 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第 7 章 計算 

 

第 8 章 計算 

 

 

 

（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（公告の方法） 

第 4 条 当会社の公告は、東京都において発

行する日本経済新聞に掲載する。 

 

 

 

 

 

（公告方法） 

第 4条 当会社の公告は、電子広告により行な
う。 

   ②やむを得ない事由により、電子公告に

    よることができない場合には東京都 
    において発行する日本経済新聞に掲 
    載する方法により行なう。 
 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（公告の方法） 

第 4 条 当会社の公告は、東京都において発

行する日本経済新聞に掲載する。 

 

 

 

 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行

う。 
   ②やむを得ない事由により、電子公告に

    よることができない場合には東京都 
    において発行する日本経済新聞に掲 
    載する方法により行う。 
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（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（端株原簿への不記載） 
第8条 当会社は1株未満の端数については

これを端株として端株原簿に記載

しない。 
 
 

（株券の発行） 
第8条 当会社は株式に係わる株券を発行す

る。 
②前項の規定に係わらず、当会社は

単元未満株式に係わる株券を発行し

ないことができる。 
（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（端株原簿への不記載） 
第8条 当会社は1株未満の端数については

これを端株として端株原簿に記載

しない。 
 
 

（株券の発行） 
第8条 当会社は株式に係る株券を発行す

る。 
②前項の規定にかかわらず、当会社

は単元未満株式に係る株券を発行し

ないことができる。 
 

（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（基準日） 

第 11 条 毎決算期現在の株主名簿に記載ま

たは記録されている株主（実質株主

を含む。以下同じ。）をもって、その

決算期に関する定時株主総会におい

て権利を行使すべき株主とする。 

   ②前項のほか必要ある場合は取締役会

の決議によりあらかじめ公告して一

定の日における株主名簿に記載また

は記録されている株主または登録質

権者をもってその権利を行使すべき

株主または登録質権者とすることが

    できる。 

（基準日） 

第 11 条 毎決算期現在の株主名簿に記載また

は記録されている株主をもって、その

事業年度に関する定時株主総会にお

いて権利を行使することができる株

主とする。 

   ②前項のほか必要ある場合は取締役会

の決議によって、あらかじめ公告して

一定の日の株主名簿に記載または記

録されている株主または登録株式質

権者をもってその権利を行使するこ

とができる株主または登録株式質権 

    者とすることができる。 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（基準日） 

第 11 条 毎決算期現在の株主名簿に記載ま

たは記録されている株主（実質株主

を含む。以下同じ。）をもって、その

決算期に関する定時株主総会におい

て権利を行使すべき株主とする。 

   ②前項のほか必要ある場合は取締役会

の決議によりあらかじめ公告して一

定の日における株主名簿に記載また

は記録されている株主または登録質

権者をもってその権利を行使すべき

株主または登録質権者とすることが

    できる。 

 

（基準日） 

第11条 毎決算期現在の株主名簿に記載また

は記録されている株主（実質株主を含

む。以下同じ。）をもって、その事業

年度に関する定時株主総会において

権利を行使することができる株主と

する。 

   ②前項のほか必要ある場合は取締役会

の決議によって、あらかじめ公告して

一定の日の株主名簿に記載または記

録されている株主または登録株式質

権者をもってその権利を行使するこ

とができる株主または登録株式質権 

    者とすることができる。 
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（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（招集権者および議長） 
第 15 条 株主総会は法令に別段の定めの

ある場合を除き取締役会の決議

により取締役社長がこれを招集

しその議長となる。取締役社長

に差し支えある場合、または、

欠員の場合はあらかじめ取締役

会の定めた順序により他の取締

役がこれに代わる 

 

（招集権者および議長） 
第15条 株主総会は法令に別段の定めのある

場合を除き取締役会の決議によって

取締役会長または取締役社長が招集

し議長となる。取締役会長または取

締役社長に差し支えある場合、また

は、欠員の場合はあらかじめ取締役

会において定めた順序により他の取

締役がこれに代わる。 
 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（招集権者および議長） 
第 15 条 株主総会は法令に別段の定めの

ある場合を除き取締役会の決議

により取締役社長がこれを招集

しその議長となる。取締役社長

に差し支えある場合、または、

欠員の場合はあらかじめ取締役

会の定めた順序により他の取締

役がこれに代わる 

 

（招集権者および議長） 
第 15 条 株主総会は法令に別段の定めのあ

る場合を除き取締役会の決議に

よって取締役会長または取締役

社長が招集し議長となる。取締役

会長および取締役社長に事故が

あるときはあらかじめ取締役会

において定めた順序にしたがい

他の取締役がこれに代わる。 
 

 

 

（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（取締役会の議長） 
第 20 条 取締役会の議長は取締役社長が

これに当たる。取締役社長に事

故あるときは他の取締役がこれ

に代わる。 
 

 

 

（取締役会の議長） 
第 20 条 取締役会の議長は取締役会の決議

によって取締役会長または取締

役社長がこれに当たる。取締役会

長または取締役社長に事故ある

ときは他の取締役がこれに代わ

る。 
 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（取締役会の議長） 
第 20 条 取締役会の議長は取締役社長が

これに当たる。取締役社長に事

故あるときは他の取締役がこれ

に代わる。 
 

 

 

 

（取締役会の議長） 
第 20 条 取締役会の議長は取締役会の決議

によって取締役会長または取締

役社長がこれに当たる。取締役会

長および取締役社長に事故があ

るときはあらかじめ取締役会に

おいて定めた順序にしたがい他

の取締役がこれに代わる。 
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（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（取締役会の招集） 
第 22条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き取締役社長が招

集する。 
     ただし、取締役社長事故あると

きは、あらかじめ取締役会の定

めた順序にしたがい他の取締役

が招集する。 

     

②  ＜記載省略＞ 

 

（取締役会の招集） 
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き取締役会長また

は取締役社長が招集する。 
     ただし、取締役会長または取締役

社長事故あるときは、あらかじめ

取締役会の定めた順序にしたが

い他の取締役が招集する。 

    

 ②  ＜現行どおり＞ 

 
（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（取締役会の招集） 
第 22条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き取締役社長が招

集する。 
     ただし、取締役社長事故あると

きは、あらかじめ取締役会の定

めた順序にしたがい他の取締役

が招集する。 

     

 

②  ＜記載省略＞ 

 

 

 

（取締役会の招集） 
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き取締役会長また

は取締役社長が招集する。 
     ただし、取締役会長および取締役

社長に事故があるときは、あらか

じめ取締役会において定めた順

序にしたがい他の取締役が招集

する。 

    

 ②  ＜現行どおり＞ 

 
 
 

 

 

（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（営業年度） 

第 35 条 当会社の営業年度は、毎年 4 月 1

日から翌年 3月 31 日までとし、毎

営業年度末に決算を行う。 

 

（事業年度） 

第 37条 当会社の事業年度は、毎年 4月 1日
から翌年 3月 31 日までとする。 

 
 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（営業年度） 

第 35 条 当会社の営業年度は、毎年 4 月 1

日から翌年 3月 31 日までとし、毎

営業年度末に決算を行う。 

 

（事業年度） 

第 42 条 当会社の事業年度は、毎年 4月 1日
から翌年 3月 31日までとする。 
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（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（利益配当金） 

第 36 条 当会社の利益配当金は、毎年 3 月

31 日の最終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録質権者

に対し、これを支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（剰余金の配当等） 

第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、

会社法第459条第1項各号に掲げる事

項を定めることができる。 

   ②当会社は、毎年 3 月 31 日または 3 月

31 日の最終の株主名簿に記載または

記録された株主または、登録株式質権

者に対し、金銭による剰余金の配当

（以下「配当金」という。）を行なう。

   ③当会社は、会社法第 459 条第 1項各号

に掲げる事項を株主総会の決議によ

っては定めない。 

 
 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（利益配当金） 

第 36 条 当会社の利益配当金は、毎年 3 月

31 日の最終の株主名簿に記載また

は記録された株主または登録質権者

に対し、これを支払う。 

 

 

 

（期末配当金） 
第 43条 当会社は、株主総会の決議によって
    毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録

株式質権者に対し、剰余金の配当（以

下「期末配当金」という。）を支払う。

 
 

 

 

（訂正前） 

現 行 定 款 変  更  案 

（利益配当金の除斤期間） 

第 37 条 利益配当金が、その支払開始の日か

ら満 3 年を経過しても受領されない

ときは、当会社は支払の義務を免れ

る。 

   ②未払の利益配当金には利息をつけな

い。 

 

（配当金の除斤期間） 

第 39 条 配当金が、その支払開始の日から満

3 年を経過しても受領されないとき

は、当会社は支払の義務を免れる。 

 

   ②未払の配当金には利息をつけない。 

 

 

（訂正後） 

現 行 定 款 変  更  案 

（利益配当金の除斤期間） 

第 37 条 利益配当金が、その支払開始の日か

ら満 3 年を経過しても受領されない

ときは、当会社は支払の義務を免れ

る。 

   ②未払の利益配当金には利息をつけな

い。 

 

 

（期末配当金の除斤期間） 

第 44 条 期末配当金が、その支払開始の日か

ら満 3 年を経過しても受領されない

ときは、当会社は支払の義務を免れ

る。 

   ②未払の期末配当金には利息をつけな

い。 

 

 

 

以 上  


